
 

宇都宮市空き家再生支援事業補助金交付要綱  

 （趣旨） 

第１条 市の交付する宇都宮市空き家再生支援事業補助金（以下「補助金」という。）につい

ては，宇都宮市補助金等交付規則（昭和４１年規則第２２号）に定めるもののほか，この

要綱に定めるところによる。 

 （目的） 

第２条 この要綱は，空き家の改修工事等に要する費用の一部を補助することにより，空き

家が地域活性化の用に供される活用促進を図り，もって市民等の良好な生活環境の保全と

安全で安心な魅力ある地域社会の実現を図ることを目的とする。  

 （定義） 

第３条 この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところによ

る。 

⑴ 空き家 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号）第２条

第１項に規定する空家等で宇都宮市内に存するものをいう。 

⑵ 改修工事 空き家を地域活性化に資する用途に改修するための工事をいう。 

⑶ 耐震補強工事 昭和５６年５月３１日以前の旧耐震基準で建築された空き家であっ

て，所要の耐震性能を確保することが必要と診断されたものを，その診断結果に基づい

て改修するための工事（上部構造の総合評点を１．０以上にするもの）をいう。 

⑷ 改修工事等 改修工事及び耐震補強工事をいう。 

⑸ 所有者等 空き家の所有者又はその相続人をいう。 

⑹ 地域活動団体 自治会，地域まちづくり組織その他の地域において自主的に公共的な

活動を行う，地域ごとに形成された団体をいう。  

（補助対象者） 

第４条 この補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は，次の各号の要

件をすべて満たす者とする。 

⑴ 当該空き家の所有者等と賃貸借契約又は使用貸借契約を締結する地域活動団体又は法

人，個人であること。ただし，地域活動団体が当該空き家を取得した場合は除く。 

⑵ 本市の市税を滞納していないこと。ただし，地域活動団体は除く。 

⑶ 改修工事等を行う空き家を１０年以上管理し，活用し，運営することができること。 

⑷ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第



 

６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は同条第２号に規定する暴力団

若しくは暴力団員と密接な関係を有する者（以下「暴力団関係者」という。）でないこと。 

（補助対象物件） 

第５条 補助の対象となる空き家（以下「補助対象物件」という。）は，次の各号の要件をす

べて満たすものとする。 

⑴ 昭和５６年５月３１日以前に建築されている場合，耐震補強工事を行うこと。  

⑵ 所有権以外の私権が設定されていないこと。  

⑶ 所有者等が本市の市税を滞納していないこと。ただし，地域活動団体が補助対象物件

を取得した場合を除く。 

（補助対象事業） 

第６条 補助の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は，交流施設及び体験学習

施設，創作活動施設，文化施設その他地域の活性化に資する用途にするための改修工事等

とする。 

２ 補助対象事業は，市内に所在する事業者に請け負わせるものとする。ただし，暴力団員

又は暴力団関係者が工事に関与するものは対象としない。  

３ 補助対象事業は，建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）その他建築基準関係規定を

遵守するものとする。 

（補助金の交付及び補助金の交付額）  

第７条 市長は，第４条に定める補助対象者のうち，必要と認めた者に対して予算の範囲内

において補助金を交付することができる。  

２ 補助金の交付額は，次の各号に定める額の合計とする。  

⑴ 改修工事に要した額（消費税及び地方消費税を除く。）に３分の２を乗じて得た額で，

３００万円を上限とする。 

⑵ 耐震補強工事に要した額（消費税及び地方消費税を除く。）で，１４０万円を上限とす

る。 

３ 前項の額に，千円未満の端数があるときは，これを切り捨てた額を補助金の額とする。  

（補助金の交付申請） 

第８条 補助対象者で補助金の交付を受けようとする者（以下「交付申請者」という。）は，

補助対象事業の実施前に交付申請書（別記様式第１号）に次の各号に掲げる必要な書類を

添えて市長に提出しなければならない。  



 

⑴ 補助対象物件の位置図 

⑵ 補助対象物件の現況が確認できる写真  

⑶ 補助対象物件に係る不動産登記事項証明書（発行の日から１か月以内のもの）又は賃

貸借契約書等当該補助対象物件を使用及び改修等する権利を有する者であることを証明

する書類 

⑷ 補助対象事業の内容が分かる図書（事業計画書，完成予想図，見積書の写し，耐震診

断に係る書類等） 

⑸ 補助対象事業が交付申請者の総会等により決定したことを証する書類（交付申請者が

地域活動団体又は法人の場合に限る。）  

⑹ 交付申請者の定款等（交付申請者が地域活動団体又は法人の場合に限る。）  

⑺ 改修工事等に係る誓約書 

⑻ 市税等調査同意書 

⑼ その他市長が必要と認める書類 

（補助対象事業の選定） 

第９条 市は，前条の規定による申請を受けたときは，審査会において事業内容を審査し，

交付対象となる事業の選定を行うものとする。 

２ 前項の審査会及び審査に関する事項は別に定める。  

（交付の決定） 

第１０条 市長は，前条の審査結果に基づき補助金の交付決定を行うときは，条件を付して，

交付決定通知書（別記様式第２号）により交付申請者に通知するものとする。 

２ 市長は，前条の審査結果に基づき補助金の交付決定を行わないときは，不交付決定通知

書（別記様式第３号）により交付申請者に通知するものとする。  

（交付申請の変更等） 

第１１条 交付申請団体は，第８条に規定する交付申請書の内容を変更又は中止しようとす

るときは，交付申請変更・中止届出書（別記様式第４号）を市長に提出しなければならな

い。 

２ 前項の届出書の提出があったときは，前条の規定を準用する。ただし，交付決定額の増

額は行わない。 

 （実績報告） 

第１２条 第１０条の交付決定通知書を受けた交付申請者（以下「交付決定者」という。）は，



 

補助対象事業が完了したときは，実績報告書（別記様式第５号）に次に掲げる書類を添付

し，市長に提出しなければならない。  

⑴ 市内事業者に請け負わせたこと及び補助対象事業に要した額を確認できる領収書等の

写し 

⑵ 補助対象事業が行われた状況が確認できる写真 

⑶ 建築基準法第７条第５項又は第７条の２第５項に規定する検査済証の写し（建築確認

申請が必要な工事を行った場合に限る。） 

⑷ 交付決定通知書の写し 

⑸ その他市長が必要を認める書類 

 （補助金の額の確定） 

第１３条 市長は，前条の規定による報告を受けたときは，報告の内容を審査し，適正な事

業と認められる場合，補助金確定通知書（別記様式第６号）により交付決定者に通知する

ものとする。 

 （交付の請求） 

第１４条 交付決定者は，交付請求書（別記様式第７号）に次の各号に掲げる書類を添えて，

市長に提出しなければならない。 

⑴ 補助金確定通知書の写し 

⑵ 振込口座通帳の写し 

⑶ その他市長が必要と認める書類 

（交付決定の取消・返還） 

第１５条 市長は，交付決定者が，次の各号の一に該当するときは，交付が決定されている

補助金の全部若しくは一部を取り消し，また既に交付された補助金の全部若しくは一部の

返還を交付決定取消通知書（別記様式第８号）により，命ずることができる。  

⑴ この要綱に違反した場合 

⑵ 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けた場合  

⑶ 補助金を他の用途に使用した場合  

⑷ 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反した場合 

２ 当該交付決定者は，前項の規定により補助金の返還を命じられたときは，前項の通知書

に記載のある期限内に当該補助金を市長に返還しなければならない。  

（補助金の受領の権限の委任） 



 

第１６条 交付決定者は，工事請負事業者を代理人として，支払代金に係る補助金の一部の

受領の権限を委任することができる。 

２ 補助金の受領の権限の委任に関し必要な事項は，別に定める。 

（補則） 

第１７条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は，別に定める。  

   制定文（平成２９年３月３１日告示第１２６号） 

 平成２９年度分の補助金から適用する。  

   改正文（令和３年３月３０日告示第１１３号） 

 令和３年４月１日から適用する。  


